
                       　こころの健康についての取組に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。
１．２０２４ 年，「女性支援新法」が施行され，困難な問題を抱える女性を支援する仕組

みが構築された。また，同年，「改正DV防止法」が施行され，接近禁止命令の
発令要件が拡大されたが，精神的被害を受けた場合は対象とならない。

２．労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は，労働者のストレスの程度を把
握し，労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的
としており，労働者数が一定規模以上の事業場に実施義務がある。

３．パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置が法律により義務付
けられているが，精神障害の労災認定基準にパワーハラスメントは明示されてい
ないため，パワーハラスメントを原因とした労災認定は行われない。

４．終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間（インターバル時間）
を確保する仕組みである勤務間インターバル制度を導入することが法律により事
業主の努力義務とされており，２０２４ 年の調査によると，この制度を導入してい
る企業の割合は ９０ ％以上であった。

５．２０２４ 年，「改正障害者差別解消法」が施行され，事業者や行政機関に対して，障
害者への不当な差別的取扱いが禁止されるとともに，行政機関に対しては，障害
者への合理的配慮を提供する努力義務が設けられた。
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                      　裁判所及び裁判官に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。ただし，争い
がある場合は判例による。
１．憲法は特別裁判所の設置を禁止しているため，裁判所の裁判の前審として行政機

関が裁判を行うことはできない。
２．憲法は刑事裁判の基本的な担い手として職業裁判官を想定しているが，適正な刑

事裁判を実現するための諸原則が確保されていれば，裁判員制度のような国民の
司法参加は憲法上禁止されるものではない。

３．司法権の独立の要請から，裁判官は一般職の公務員よりも強い身分保障が要求さ
れており，下級裁判所の裁判官には憲法上，任期は定められていない。

４．裁判官は司法権の独立に照らし中立・公正な立場で職務を行う必要があるが，職
務を離れた私人としての行動であれば，裁判官の政治運動が禁じられることはな
い。

５．最高裁判所裁判官の国民審査の制度は解職制度であるが，積極的に罷免を可とす
る投票以外の票を罷免を可としない票として扱うことは，投票者の意思に反する
結果となり，許されない。
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                     　ある財の需要関数と供給関数がそれぞれ次のように示されるとする。価格規
制と数量規制の効果に関する次の記述中のア～エに入るものがいずれも妥当なのはどれ
か。

　D ＝ ５００ －  　　　　〔D：需要量，P：価格，S：供給量〕

　S  ＝  　

・政府が，この財の価格の下限を ７００ とする価格規制を行ったとすると，この財の市場
では 　ア　 が 　イ　 だけ発生する。
・政府が，この財の生産量の上限を ２００ に制限する数量規制を行ったとすると，この財
の価格は 　ウ　 となり，生産者の財１単位当たりのレント（超過利潤）は 　エ　 と
なる。

ア イ ウ エ
１．超過需要　　１００　　６００　　２００
２．超過需要　　２００　　４００　　１００
３．超過供給　　１００　　４００　　 ５０
４．超過供給　　２００　　５００　　１００
５．超過供給　　２００　　６００　　２００

P
２

P
２
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                      　国家賠償法における損害賠償責任に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。
ただし，争いがある場合は判例による。
１．国等の公権力の行使に当たる公務員の不法行為による被害者は，その損害賠償責

任を，国等のみならず，当該公務員個人にも問うことができる。
２．国等が公権力の行使に当たる公務員の不法行為に基づく損害賠償責任を負った場
合，当該公務員に故意があったときでも，国等は当該公務員に対して求償するこ
とはできない。

３．国等の公権力の行使に当たる公務員の不法行為に基づく損害賠償責任について，
当該公務員の選任・監督に当たる者とその俸給，給与等の費用を負担する者とが
異なる場合，費用負担者は損害賠償責任を負うことはない。

４．公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく国等の損害賠償責任が成立するためには，
当該営造物の設置管理を行う者の過失の存在が要件とされている。

５．国等が公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害賠償責任を負った場合，損害の
原因について他に責任を負うべき者があるときは，国等はその者に対して求償す
ることができる。
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